
「タクシー革新プラン2016 ～選ばれるタクシー～」（平成28年4月1日）概要

Ⅰ. 現状と課題
タクシー事業の経営基盤の強化・安定的な輸送手段の確保を図るためには、人口減少や高齢化、訪日外国人の急増、ＩＴ技術の発
達といった環境の変化を踏まえつつ、地域の特性・利用者ニーズに即したサービスを提供する等により、従来の事業を革新する必要。
これを踏まえ、平成27年１月から「新しいタクシーのあり方検討会」において議論を重ね、今後の取組をとりまとめた。

⇒ 監査機能の強化、運転者登録制度の拡大 等
⇒ 自治体や警察等、関係者との密接な連携 等

Ⅱ. タクシー革新に向けた取組
（１）効率的な供給
（２）収益の拡大
（３）人材の確保・育成

１．生産性の向上

（１）高度化
（２）国際化
（３）多様化

２．サービスの向上

（１）悪質事業者・運転者の排除
（２）地域の安心の確保３．安全・安心の向上

⇒ 「タクシー特措法」に基づく需給バランスの改善 等
⇒ 価値ある付加サービスに対する適正な料金の設定 等
⇒ 新卒・女性等、多様な人材の採用拡大 等

⇒ ITを活用した運転者評価、降車時の決済手続フリーの実現 等
⇒ 初乗り運賃の短縮・引下げの実施 等
⇒ 観光タクシーの充実・プライベートリムジンの導入 等

Ⅲ. 適正化・活性化の着実な推進
見える化

（毎年度公表）
（１）適正化：賃金（労働分配率、時間あたり支給額）、平均車齢等の改善状況
（２）活性化：バリアフリー、外国語、スマホ配車等への対応状況

タクシー特措法の
フォローアップ ⇒
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１．「生産性の向上」

「タクシー特措法」に基づく需給バランスの改善
ITを活用した効率的配車（流しの縮減）
地域交通ネットワークの再編（地域公共交通
の活性化及び再生に関する法律）

サービスに見合った運賃による需要掘り起こし
付加的サービスに対する割増料金
閑散時間帯割引の導入、公定幅見直し
多様な事業展開、自治体施策との連携
乗合タクシーの実施
自家用有償旅客運送の運行受託

【Ｈ32年度倍増（受託件数）】

新卒・女性等、多様な人材の採用拡大
労働環境の改善（多様な勤務・給与形態）
分かりやすい職場情報の提供

【H32年度女性運転者数倍増】
運転者のスキル向上（観光、介護、外国語等)
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２．「サービスの向上」

外国語対応の強化
【H32年度東京で外国語研修受講者数倍増、

多言語翻訳機25％】
日本のタクシー運賃の割高感解消

【Ｈ29年度東京23区で
初乗り運賃の短縮・引き下げを実施】

配車から目的地到着までスマートなサービス提供
利用者によるタクシー選択・評価
運賃・時間予測、キャッシュレス決済、Wi-fi対応等
バリアフリー化（ＵＤタクシー車両）

【Ｈ32年東京で25％、Ｈ42年全国で50％】

観光客・富裕層向けサービスの充実
自治体、観光関係団体、商工会議所等との連携
個人向けハイヤーサービス(プライベートリムジン)

【Ｈ32年プライベートリムジンを全国で導入】
妊婦・子ども向けサービス
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適切な評価・監査等
による悪質事業者・

運転者の排除
地域の安心の確保

３．「安全・安心の向上」

自治体や警察等、関係者との密接な連携
地域のタクシーパトロールの実施
事件等発生時のドライブレコーダー映像提供
防災リポートタクシー

監査機能の強化（旅客自動車運送適正化事
業実施機関による巡回指導、当局との連携）
事業者評価制度の実施
運転者登録制度の拡大



takusi
タクシー特措法フォローアップ

Ⅰ 共通事項
①調査対象： 特定地域及び準特定地域の全事業者
②評価対象期間：毎年4月1日～3月31日までの間、もしくは年度末時点
③公表時期： 毎年8月頃を目途（H29年以降）
④公表の方法： 地域のタクシー協会は、当該地域の計画に基づく適正化・活性化の取組状況（地域単位、事業者単位）をホームページで公表

国土交通省は、全国の対象地域単位の適正化・活性化フォローアップ結果をとりまとめホームページで公表
※公表結果等を踏まえ、制度の運用状況・効果等を見極めつつ、法の運用の改善等について継続的に検討を行う。

Ⅱ フォローアップの内容

１ 適正化事業について
（１）減車台数・実働率
（２）労働環境改善に向けた適正化の取組に係る評価指標
①特定地域等指定基準に基づく指標
・日車営収の改善度
・実在車両数と適正車両数の乖離率の改善度
・実働実車率の改善度
・赤字事業者車両数シェアの改善度
②その他労働環境改善に係る指標
・賃金の改善度
・運転者負担の解消割合
・平均車齢の改善度
・キャリアパス明示・スキル評価の有無

２ 活性化事業について

下記①～⑤を基本とし、地域の実情に応じ⑥～⑧を追加

①妊婦・子ども向けタクシー取組事業者数及び認定運転者数
②UD研修受講者数及び受講運転者数
③観光タクシー取組事業者数・認定運転者数
④外国語講習受講者数及び受講運転者数
⑤アプリ配車の導入事業者数及び対応車両数

⑥UDタクシーの導入車両数及び導入車両数
⑦環境対応車の導入車両数及び導入車両数
⑧クレジットカード・電子マネー等導入事業者数及び導入車両数

フォローアップを通じて、労働環境の改善度、利用者サービスに係る取組が顕著だった指定地域、また、活性化の取組が先駆的な事業者について、表彰。
Ⅲ 新たな表彰制度の創設


